
 

居住誘導区域ってどこ？まちなかエリアってどこ？申請方法は？ 

事前に市空き家対策課へお問い合わせください！！！ 

＼甲府市の空き家購入を検討している方／ 
 

最大５０万円助成します！ 

～甲府市空き家改修助成金制度のお知らせ～ 

□ 居住誘導区域内の、５年以上誰も住んでいない空き家 

□ 令和４年４月１日以降に、取得した、登記簿上の所有者 

□ 購入した空き家に５年以上定住する意思 

□ 自治会に加入する 

□ 市税に滞納がない 

□ その他要件を、しっかり市空き家対策課で確認する 

お問合せ先  

甲府市まちづくり部空き家対策課 

電話：０５５－２３７－５３５０ 

改修費 

通常 

改修費用の３分の１ 

最大３０万円 

子育て世帯、新婚世帯、 

まちなかエリア居住世帯は 
 

最大５０万円 

 

▼ 
上記に全てあてはまると 

※本制度利用者には

住宅ローンの金利優

遇もあります！ 


